
                   

平成１６年度高次脳機能障害支援モデル事業年次報告書発行にあたって 

 

国立身体障害者リハビリテーションセンター更生訓練所長 

        高次脳機能障害支援モデル事業地方支援拠点機関等連絡協議会委員長 

 

                           岩谷 力 

                                   

 高次脳機能障害支援モデル事業は平成 13 年度に開始され、満 4 年が経過しました。この

度 4 冊目の年次報告として「平成１６年度高次脳機能障害支援モデル事業年次報告書」を

発行しましたので、皆さまのお手元にお届け致します。 

 5 か年の予定で開始された本モデル事業は、前年度までの前期 3 年間では病院などの医

療機関を中心として医療サービスを提供することに重点を置いて事業を運営して参りまし

たが、平成 16 年度からは事業の方針を大きく変え、更生援護機関等を中心として社会生活

復帰などに向けた福祉サービスの提供に重点を移しました。そこで新たに「高次脳機能障

害支援モデル事業実施要綱」を定め、これまでの地方拠点病院等連絡協議会を地方支援拠

点機関等連絡協議会に改めました。委員には新たに障害者団体の代表 3 名の方に加わって

いただき、当事者、家族、医療・福祉関係者が一体となって地域生活を目指した支援ネッ

トワークの構築に歩を進めました。 

この後期２年間における事業推進のために、モデル事業に参加している 12 の地域の自治

体のそれぞれに「支援センター」を設置し、そこに「支援コーディネーター」を配置し、

地域ごとの高次脳機能障害者支援地域ネットワーク形成の要としたことは今年度の特筆す

べき事項です。本年次報告書は、それらの地域において地域の特色を生かしながら形成さ

れた支援ネットワークがもたらした成果をまとめていただいたものです。これから当該障

害者の支援体制作りをお考えの自治体等にあっても大変役立つであろうと考えています。 

モデル事業の最終年度を前にして、本モデル事業の最後の仕上げと続く全国展開に向け

て、関係各位の一層のご協力をお願い申し上げます。 
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実 施 主 体 

 

１. 国立身体障害者リハビリテーションセンター 

 

２．都道府県又は政令指定都市 

 

  北海道・札幌市 

 

  宮城県 

 

  千葉県 

 

  埼玉県 

 

  神奈川県 

 

  岐阜県 

 

  三重県 

 

  大阪府 

 

  岡山県 

 

  広島県 

 

  福岡県・福岡市・北九州市 
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高次脳機能障害支援モデル事業実施要綱 

（都道府県実施分） 

 

第１ 目 的 

   高次脳機能障害支援モデル事業（以下「モデル事業」という。）は、外傷性脳損傷などにより、

記憶障害、注意障害、遂行機能障害等の後遺症を呈するいわゆる高次脳機能障害について、都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）が指定する地方支援拠点機関と連携の下に、平成１３年度から

平成１５年度までのモデル事業において作成された「診断基準」、「訓練プログラム」及び「支援プ

ログラム」を活用し、高次脳機能障害者に対する機能回復訓練、社会復帰支援や生活・介護支援及

び各種の制度を活用したサービスの試行的提供を行い、国立身体障害者リハビリテーションセンタ

ー（以下「国立リハセンター」という。）とともに、支援体制の確立を図ることを目的とする。 

 

第２ 実施主体等 

   本モデル事業の実施主体は、都道府県とする。 

   都道府県は、高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関（以下「地方支援拠点機関」という。）

を指定するものとする。 

 

第３ 対象者 

   高次脳機能障害診断基準により高次脳機能障害を有すると認定された者 

 

第４ 事業の内容 

 １ 地方支援拠点機関 

    地方支援拠点機関に支援コーディネーターを配置し、平成１３年度から平成１５年度までのモデ

ル事業において策定された高次脳機能障害についての「診断基準」、「訓練プログラム」及び「支援

プログラム」を活用し、支援対象者の社会復帰支援のための相談、地域の関係機関との調整等を行

うものとする。 

また、高次脳機能障害者に対する機能回復訓練と社会復帰・生活・介護支援について、各種の

制度を活用したサービスの試行的提供を行うものとする。 

 ２ 高次脳機能障害支援対策整備推進委員会 

   都道府県は「高次脳機能障害支援対策整備推進委員会」（以下「推進委員会」という。）を設置し、

当該地域における事業の円滑な運営のため、地域の実態の把握、関係機関の連携確保、事業の実施

状況の分析、効果的な支援手法、普及啓発方法等について、総合的な検討を行うものとする。 

３ 地方支援拠点機関等連絡協議会への協力 

   地方支援拠点機関等は、国立リハセンターが設置する地方支援拠点機関等連絡協議会に推進委員
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会委員長及び支援コーディネーターを参加させ、全国に普及可能な支援体制の確立に協力する。 

 

第５ 秘密の保持 

   本モデル事業に携わる者（当該事業から離れた者を含む。）は、事業により知り得た対象者等の

秘密を漏らしてはならない。 

 

第６ 国の助成 

 １ 国は、都道府県が本モデル事業のために支出した費用を、別に定めるところにより補助するもの

とする。 

 ２ 都道府県知事（指定都市市長を含む。）は、国の補助を受けようとするときは、別に定めるとこ

ろにより、予め厚生労働省に協議しなければならない。 

 

第７ その他 

   本モデル事業に係る国立リハセンター実施分については、別途実施要綱を定め実施するものとす

る。 
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高次脳機能障害支援モデル事業実施要綱 

（国立身体障害者リハビリテーションセンター実施分） 

 

第１ 目 的 

   高次脳機能障害支援モデル事業（以下「モデル事業」という。）は、外傷性脳損傷などにより、

記憶障害、注意障害、遂行機能障害等の後遺症を呈するいわゆる高次脳機能障害について、平成１

３年度から平成１５年度までのモデル事業において作成された「診断基準」、「訓練プログラム」及

び「支援プログラム」を活用し、国立身体障害者リハビリテーションセンター（以下「国立リハセ

ンター」という。）が、国立リハセンターの病院及び更生訓練所の高次脳機能障害者に対してリハ

ビリテーション等のサービスの試行的提供を行うとともに、地方支援拠点機関等と連携して、全国

に普及可能な支援体制の確立を図ることを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

   本モデル事業の実施主体は、国立リハセンターとする。 

 

第３ 対象者 

   高次脳機能障害診断基準により高次脳機能障害を有すると認定された者 

 

第４ 事業の内容 

 

 １ 国立リハセンターの病院及び更生訓練所のリハビリテーションの実施 

（１） 障害評価の実施 

国立リハセンターにおいて高次脳機能障害の治療とリハビリテーションに携わる専門職チー

ムにより、障害の評価を実施するものとする。 

（２） 機能回復訓練の実施 

運動機能の機能回復訓練と併せて、作業療法士、理学療法士等により、記憶障 

害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害についての機能回復訓練を実施す

るものとする。 

（３） 社会適応訓練の実施 

生活支援員、作業療法士等により、社会生活技能を修得するための社会適応訓 

練と支援サービス提供を実施するものとする。 

（４） 職能訓練の実施 

作業療法士、職能指導員等により、就労準備としての作業習慣、基礎技術等を 

修得するための職能訓練を実施するものとする。 
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（５） 社会復帰後の支援事業 

医療従事者、生活支援員及び職能指導員等により、支援対象者の関係する事業 

者、学校、福祉施設、家庭等と連携を図り、支援サービス提供を実施するものとする。 

 

２ 情報収集及び提供事業の実施 

  高次脳機能障害に関するデータベースの構築、国内外の関連情報及び研究成果の収集並びに提供

を行うものとする。 

 

３ 普及啓発事業の実施 

  高次脳機能障害支援モデル事業関係職員を対象としたシンポジウム等を開催するものとする。 

 

４ 地方支援拠点機関等連絡協議会の設置 

（１）内容 

国立リハセンター、地方支援拠点機関等における症例についての障害の評価や社会復帰支援

等の実践結果を踏まえ、支援ニーズの評価、事業実施状況の分析、効果的支援方法及び普及啓

発方法等について総合的に検討し、支援体制の確立を図るものとする。 

 （２）構成員 

   ア 国立リハセンター 

     更生訓練所長、更生訓練所指導部長、研究所感覚機能系研究部長等 

   イ 地方自治体等 

     高次脳機能障害支援対策整備推進委員会委員長、支援コーディネーター等 

   ウ その他、国立リハセンター総長が必要と認めた者 

 

第５ 秘密の保持 

   本モデル事業に携わる者（当該事業から離れた者を含む。）は、事業により知り得た対象者等の

秘密を漏らしてはならない。 

 

第６ その他 

   本モデル事業に係る都道府県実施分については、別途実施要綱を定め実施するものとする。 
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地方支援拠点機関等連絡協議会運営要領 

 

第１ 目 的 

  この要領は、高次脳機能障害に対する標準的な評価基準及び社会復帰・生活・介護支援プログラム

の確立を図るため、高次脳機能障害支援モデル事業実施要綱（国立身体障害者リハビリテーションセ

ンター実施分）第 4の 4の規定に基づき設置される地方支援拠点機関等連絡協議会（以下「協議会」

という。）の運営に必要な事項を定め、審議の円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

第２ 構成員 

  協議会は、国立身体障害者リハビリテーションセンター（以下「国立リハセンター」という。）総

長が、次に掲げる者のうちから委嘱した者（以下「委員」という。）をもって構成するものとする。 

１ 国立リハセンター職員で総長が必要と認めた者 

２ 地方支援拠点機関等に所属する支援コーディネーター・医師等 

３ 学識経験のある者 

４ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部職員 

 

第３ 協議会の責任者 

１ 協議会の責任者は委員長とし、委員の互選によりこれを選任するものとする。 

２ 委員長は、会務を総理するものとする。 

 

第４ 任 期 

  協議会の委員の任期は 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第５ 作業班の設置 

１ 協議会に、作業班として企画班、支援コーディネーター班、専門委員班のほか、必要に応じ班を設

置することができるものとする。 

２ 班員は委員のうちから委員長が指名した者をもって構成するものとする。 

３ 班には責任者として正副の班長を置くものとし、委員長がこれを指名するものとする。 

４ 班長は、班務を掌理するものとする。 

 

第６ 作業班の構成及び所掌事務 

１ 企画班 

  厚生労働省職員、医師、医療専門職、福祉専門職等により構成し、地方支援拠点機関等連絡協議会

に関し、総合的企画及び調査ならびに調整を行う。 
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２ 支援コーディネーター班 

医師、医療専門職、福祉専門職等により構成し、標準的かつ適切な社会復帰・生活・介護支援プロ

グラムを作成し、家庭又は社会復帰を目指す高次脳機能障害者に必要なサービスを提供し、この事例

収集を通じて、これを検証するために必要な情報の交換、意見の調整並びに審議を行うものとする。 

３ 専門委員班 

  医師、医療専門職、福祉専門職等により構成し、高次脳機能障害診断基準を検証し、標準的訓練プ

ログラムを作成し、これを検証するために必要な情報の交換、意見の調整並びに審議を行うものとす

る。 

  

第７ 守秘義務 

１ 協議会及び班の構成員は正当な理由がなく本業務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとす

る。 

２ 前項の定めは当該業務を離れた後においても適用するものとする。 

 

第８ 会議の非公開等 

１ 協議会及び班の会議は、必要に応じ随時開催できるものとする。当該会議は原則非公開とするもの

とする。 

２ ただし、委員長が認めた場合はこの限りでない。 

 

第９ 庶 務 

  協議会及び班の庶務は、国立リハセンター管理部医事管理課において処理するものとする。 

 

第10 その他 

１ この要領に定めるもののほか、協議会の運営に必要な申し合わせ事項等は、別に定めるものとする。 

２ この要領は、平成１６年８月５日から施行するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

    


